


（別表） 

「障害」表記の具体例 

 

区 分 具体例 

１ 表記を変更する例 

 (1) 一般文、会議資料、広報資料、ホー

ムページ等で使用する用語（新たに作

成・発出するもののうち、変更可能な

もの） 

 障害者 → 障がい者、障がいのある方（人） 

 身体障害 → 身体障がい 

 知的障害 → 知的障がい 

 精神障害 → 精神障がい 

 発達障害 → 発達障がい 

(2) 県の組織機関名、県が主体的に関わ

る大会名等 

 ※ 県の組織機関名は、組織規則の 

  改正又は関係条例の改正案につい 

  て議会の議決を得た上で変更。 

 障害者支援課 → 障がい者支援課 

 長野県障害者福祉センター → 長野県障がい者

福祉センター 

 長野県障害者スポーツ大会 → 長野県障がい者

スポーツ大会 

２ 表記を変更しない例 

 (1) 法令の名称や用語を用いる場合 （法令名称）障害者基本法 

（法令用語）身体障害者手帳、障害基礎年金 

 (2) 条例、規則等で用いる場合（１-(2)

の県の組織機関名に係る場合を除く） 

 － 

 

 (3) 他の機関・団体、大会等の名称（固

有名詞）を用いる場合 

（機関）国立障害者リハビリテーションセンター 

（団体）長野県身体障害者福祉協会 

（大会）全国障害者スポーツ大会、全国障害者芸

術・文化祭 

 (4) 医学用語、学術用語等の専門用語と

して漢字使用が適当な場合 

 心臓機能障害、高次脳機能障害、広汎性発達障害、

認知障害 

 (5) 著作物を引用する場合  － 

 

※ 「障害」という用語が人の状態を表すものでない場合（例：障害物、電波障害 等）は、表記は
変更しない。 
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